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一
九
七
六
年
、
東
京
都
八
王
子
市
に
所
在
す
る
国
指
定
史
跡
八
王
子
城
跡
内
に

建
設
さ
れ
る
吏
京
造
形
大
学
構
内
学
生
会
館
用
地
に
つ
い
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ

れ
た
。
結
果
、
八
王
子
城
に
関
係
す
る
遺
構
、
遺
物
の
発
見
は
な
く
、
大
正
年
間

以
降
こ
の
地
に
居
住
し
た
志
村
家
の
遺
構

が
検
出
さ
れ
た
に
留

っ
た
。
こ
の
志
村

家
関
係
遺
構
中
、
注
目
さ
れ
る
二
つ
の
遺
構
が
あ
る
。

一
は
、
志
村
家
奥
座
敷
下

か
ら
見
出
さ
れ
た
、

「
胞
衣
埋
納
施
設
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
扁
平
な
板
石
下

に
四

八
×
三
四
セ
ン
チ
の
楕
円
形
の
粗
雑
に
掘

ら
れ
た
穴
が
あ
り
、
そ
の
中
に
同
形
同

大
の
二
個

の
素
焼
の
鉢

(皿
)
形
土
器
を
合
せ
口
に
し
て
重
ね
て
埋
納
し
た
施
設

で
あ
る
。
蓋
の
割
目
か
ら
流
入
し
た
土
砂

が
堆
積
し
て
い
た
が
内
部
か
ら
か
な
り

磨
り
減

っ
た
墨

一
片
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
合
せ
口
の
土
器
は
、
底
面
が
小
さ
く

口
縁
に
む
か

っ
て
直
線
的
に
大
き
く
開
く
形
を
と
り
、
赤
褐
色
を
呈
し
胎
土

に
多

く
の
砂
粒
を
含
み
、
内
底
に

「壽
」
字
を
刻
印
す
る
鉢

(皿
)
形
土
器
で
あ
る
。

そ
の
二
は
志
村
家
の
畑
地

で
あ

っ
た
地
か
ら
発
掘
さ
れ
た
同
様
な
遺
構

で
あ
る
。

上
部
が
削
平
さ
れ
遺
存
状
況
は
悪
く
、
僅

か
合
せ
口
の
二
枚
の
鉢

(皿
)
形
土
器

を
検
出
し
た
に
と
ど
ま
る
。
土
器
は
規
矩

に
僅
か
の
大
小
を
見
る
が
同
形

で
あ
り

薄
手
で
口
唇
部
を
平
ら
に
作
り
底
面
が
広

く
上
げ
底
と
な

っ
て
い
る
。

内

底

に

「
壽
」
字
を
刻
印
す
る
が
、
前
者
が
陰
印
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
円
内
に
陽

印
さ
れ
、
文
字
も
大
き
い
と
い

っ
た
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
遺
構

・
遺
物
を

「胞
衣
埋
納
遺
構
」
と
す
る
根
拠
は
、
報
告
書

『八

王
子
城
跡
1
東
京
造
形
大
学
構
内
地
区
発
掘
調
査
報
告
書

・
一
九
八
六
年
』
の
記

載
に
よ
れ
ば

「志
村
氏
の
教
示
に
よ
り
、
出
産
後
の
エ
ナ
処
理
用
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
志
村
氏
に
よ
る
と
、
戦
前
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る

〃
エ

ナ
7
処
理
用
に
、
八
王
子
の
瀬
戸
物
屋
で
市
販
さ
れ
て
い
た
こ
の
種
の
カ
ワ
ラ
ケ

(
〃
オ
カ
ワ

"
と
呼
ば
れ
て
い
た
)
を
購
入
し
て
・
屋
敷
内
に
埋
納
す
る
こ
と
が

一
般
に
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
男

児
出
産

の
場
合
に
は
読
み
書
き
が
上
達
す
る
こ
と
を
願

っ
て
墨
や
筆
を
、
女
児
出

産
の
場
合
に
は
裁
縫
が
上
達
す
る
よ
う
に
と
縫
針
を
い
っ
し
ょ
に
入
れ
て
埋
め
た

と
い
う
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
く
同
じ
寿
字
捺
印
の
皿
は
明
治
四

一
年
刊

行
の
マ
ン
ロ
ー
博
士
の

「プ
レ
ヒ
ス
ト
リ

ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
」
に
も
胞
衣
皿
と
し
て

と
り
あ
げ
ら
れ
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
記
憶

・
記
事

・
遺
構
が
重
さ
な
り
合

い
、
こ
こ
に
胞
衣
埋
納
慣
行
が
浮
か
び
上
る
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

想
え
ば
、
こ
う
し
た
胞
衣
埋
納
慣
行
の
成
立
は
、
奈
良
時
代
に
あ
る
。

一
九
八

三
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
調
査
を
実
施
し
た
平
城
京
右
京
三
条
二
坊
六

坪
で
発
見
さ
れ
た
遺
構
が
そ
の
初
源
を
語
る

一
例
、
成
立
時
の
慣
行
の

一
端
を
語
*考 古学研究室(平 成元年9月30日 受理)
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学大良奈

る
好
適

の
例
と
見

て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
貴
紳
の

一
邸
宅
跡
内
の
脇
屋
と
見
ら

れ
る
建
物
の
階
梯
の
柱
傍
に
円
穴
を
穿
ち
、
有
蓋
の
薬
壷
形
土
器
を
据
え
て
丁
重

に
良
質
粘
土
で
こ
れ
を
埋
め
た
遺
構

で
あ
る
。
密
封
さ
れ
口
縁
部
ま
で
湛
水
し

て

い
た
こ
と
も
あ
り
重
要
な
所
見
が
得
ら
れ
た
。
壷
底
に
五
枚

の
和
同
開
珍
銭
が
銭

文
を
天
に
向
け
て
配
置
さ
れ
、
内
部
に
は
墨

一
挺
、
筆

一
管
、
刀
子
柄
と
推
定
さ

れ
る
犀
角
片
、
赤
い
布
片
が
見
ら
れ
、
底
部
に
オ
リ
が
存
在
し
た
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
遺
構
は
、
た
と
え
ば

『
玉
蘂
」
承
元
三

(
一
、
二
〇
九
)
年
五

月
廿
五
日
の
条
に

「御
湯
間
汲
二
吉
方
水
」
御
湯
之
間
洗
二
胞
衣
」
…
…
先
以
二

清
水

一
洗
レ
之
、
以
二
美
酒
鋪
洗
/
之
、
次
以
二
緋
練

輔
包
レ
之
、
次
入
二
銭
五

文
於
白
盗
瓶
子

"

刷
牡
嫉
嫡
夘
上
用
歎

次
以
二
胞
衣
一
入
二
銭
上

一
、
次
新
筆

一
管

入
二
胞
衣
上

蝿
、
次
掩
二
瓶
蓋

噂
、
以
二
生
気
方
土
一
塗
二
塞
之
ハ
」
と
い
っ
た

記
事
が
あ
り
白
竃
瓶
子
中
に
銭
五
文
、
銭
文
を
上
に
し
て
配
し
緋
絹
で
包
ま
れ
た

胞
衣
が
そ
の
上
に
お
か
れ
、
新
し

い
筆
を

副
え
て
丁
重
に
蓋
さ
れ
、
生
気
の
方
の

土
で
以

っ
て
掩
う
過
程
が
語
ら
れ
て
お
り
、
見
事
に
平
城
京
の

一
貴
紳
邸
宅
の
事

例
と
合
致
す
る
の
で
あ
り
、
彼
此
参
看
す
る
こ
と
で
奈
良
朝
胞
衣
埋
納
慣
行
の
実

態
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「
玉
蘂
」
の
記
事
で
は
筆

一
管

が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
足
利
義
勝

誕
生
の
際
の
記
事

『御
産
所
日
記
』
に

よ
れ
ば

「
一
、
納
申
御
胞
衣

ハ
、
先
清
水

ニ
テ
七
度
洗
テ
、
後
酒

ニ
テ
三
度
、
其

後
酢

二
浸
、
其
後
白
布
三
尺

ニ
テ
裏
申
、
其
上

ヲ
赤
色
絹

ニ
テ
裏
申
、

一
、
太
平

ト
文
字
ノ
有
銭
ヲ
計
三
文
ト
、
筆

一
管
ト
、
墨

一
丁
相
副
テ
、
壷

二
納
申
」
と
い

っ
た
記
事
も
あ
り
、
銭
以
外
に
筆
墨
の
副

え
ら
れ
る
様
子
が
読
み
と
れ
る
。

『康

和
御
産
部
類
記
』
に
は

「被
レ
納
二
胞
衣

一
、
大
納
言
#
小
左
辮
顕
隆
、
奉
二
仕

其
事

一
、
加
二
入
公瓦
中
金
銀
犀
角
筆
墨
小

刀

歎
」
と
い
っ
た
記
事
も
あ
り
、
こ
う

し
た
諸
史
料
を
勘
案
す
る
こ
と
で
、
先
述

の
平
城
京
発
見
の
有
蓋
薬
壷
形
土
器
が

胞
衣
壷
で
あ
り
、
内
部
の
品
々
が
胞
衣
に
副
え
ら
れ
る
品
-
金
銀
、
犀
角
、
筆
墨

小
刀
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

奈
良
時
代
、
唐
制
模
倣
の
中
で
、
こ
う
し
た
整
然
た
る
胞
衣
埋
納
慣
行
が
成
立

し
、
広
く
貴
紳
の
間
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
以
降
の
胞
衣
埋
納
慣
行
に

つ
い
て
は
、
現
実
の
遺
構
と
し
て
明
確
な
事
例
を
提
示
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い

情
況
に
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象

の
背
景
に
は
、
胞
衣
を
埋
納
す
る

こ
と
な
く
、

『
水
昌
記
』
の
嘉
承
元

(
}、
一
〇
六
)
年
七
月
十
日
の
条
に
は

「午
刻
納
二
小
児

胞
衣
無

鋼
詳

霧

壷

」
と
あ
る
よ
う
に
天
井
に
こ
れ
を
配
す
る
事
例
が
増
加
す

る
こ
と
と
も
相
関
す
る
で
あ
ろ
う
。

『
長
秋
記
』
元
永
二

(
一、
一
一
九
)
年
六
月

五
日
の
条
に
は

「近
来
多
結
二
付
天
井
等
一」
傾
向
が
あ
る
こ
と
、

一
方

で
署
家
陰

陽
家
が
地
に
胞
衣
を
埋
む
べ
く
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
結
果
天
井
に
納
め

る
に
至
る
経
緯
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
埋
納
と
結
付
と
い
っ
た
配
置

の
仕
方

の
変
化
、
地
中
と
天
井
と
い
っ
た
場
の
変
化
に
よ

っ
て
、
胞
衣
埋
納
慣
行

が

一
時
、
衰
退
す
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
時
の
衰
退
は
あ
っ
て
も
そ
の
埋
納
慣
行
は
長
く
継
続
し
て
い
る
。

先
の

『
御
産
所
日
記
』
に
は
足
利
義
勝
の
誕
生
に
当
り
、
胞
衣
に
銭
三
三
文
、
筆

墨

一
管

一
丁
を
副
え
て
壷
に
納
め
、
こ
れ
を
陽
の
方

の
山
中
に
埋
納
し
た
こ
と
を

記
し

て
い
る
し
、

『蜷
川
親
元
記
』
に
も
寛
正
六

(
一
四
六
五
)
年
八
月

一
日
、

山
中
に
穴
を
掘
り
先
ず
壷
を
据
え
、
白
赤
絹
に
て
二
重
に
包
ん
だ
胞
衣
桶
を
こ
の

壷
に
納
め
蓋
を
し
埋
め
も
ど
し
三
尺
ば
か
り
の
松
を
植
え
る
と
い
っ
た
記
事
が
見

ら
れ
る
だ
け

に
、
そ
の
間
の
状
況
は
史
料
か
ら
は
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実

の
遺
構

・
遺
物

の
発
見
も
遠
か
ら
ず
見
ら
れ
る
も

の
と
考
え
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
、
東
京
都
八
王
子
市
の
志
村
家
跡
で
見
出
さ
れ
た
資
料
は
、

志
村
家
が
胞
衣
埋
納
遺
構
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
奈
良
朝
に

始
ま
る
胞
衣
埋
納
慣
行
に
照
し
て
見
て
も
、
埋
納
現
象

(住
宅
内

・
屋
敷
内
)
を

も

つ
こ
と
、
筆
墨
を
副
え
る
現
象

(筆
は
腐
朽
、
も
し
く
は
欠
く
)
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
胞
衣
を
埋
納
し
た
施
設
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
言
の
と
お

り
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
奈
良
朝
に
始
ま
る
胞
衣
埋
納
慣
行
と
異
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る
ー
変
化
を
生
じ
た
面
が

一
方

で
は
指
摘

で
き
る
こ
と
と
な
り
、
注
目
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
容
器
に
皿
二
枚
を
合
せ
て
用
い
る
こ
と
、
皿
形
土
器
に
は

「
壽
」
字
の

刻
印
を
内
底
に
見
る
こ
と
、
な
ど
が
そ
れ

で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
随
筆
、

『貞
丈

雑
記
』
巻
第

一
に
は

「
胞
衣
を
納
る
時
、
今
世
男
子
は
墨
筆
を
入
納
む
、
是
今
世

の
事
に
あ
ら
ず
、
古
よ
り
の
事
な
り
。
…
…
女
子
の
時
、
糸
針
等
を
入
る
事
は
、

未
だ
古
書
に
見
当
ら
ず
、
男
子
の
時
、
墨
筆
を
入
る
よ
り
起
り
し
事
な
る
べ
し
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
長
く
筆
墨

・
針
鋏

の
類
が
副
え
ら
れ
つ
づ
け
、
江
戸
時
代

を
経
て
明
治
時
代
に
及
ぶ
様
子
が
窺
え
よ
う
。

一
方
、
大
き
な
変
化
と
し
て
把
え
ら
れ
る
皿
形
土
器
二
枚
を
合
せ
用
い
る
事
例

は
慶
長
十
六

(
一、六

=

)
年
即
位
さ
れ
寛
永
六

(
一、六
二
九
)
年
ま
で
在
位
さ

れ
た
後
水
尾
天
皇
の
農
記

『
後
水
尾
院
震
記
』
に

「御
ゑ
な
、
七
十
五
度
き
よ
め

あ
い
の
か
は
ら
け
に
入
、
二
ま
い
に
て
ふ
た
を
い
た
し
、
小
が
た
な
右
左

一
つ
い

御
の
し

一
む
す
び
入
」
と
あ
る
記
事
な
ど
が
そ
の
古

い
記
録
の

一
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

『大
江
俊
迫
記
』
天
保
三

(
一、八
三
二
)
年
八
月
十
三
日
条
に

「玄
関
前

敷
砂
之
向

フ
深

サ
弐
尺
余
リ
掘
、
ゑ
な
壷

ヲ
椋
縄

二
而
十
文
字

ニ
ク
ク
リ
、
件

ノ

穴
ノ
底

エ
納

メ
其
上

二
大
成
白
川
石
ヲ
置

」と
い
っ
た
内
容
が
見
ら
れ
る
。
胞
衣
壷

と
い
う
言
葉
を
見
る
が
、
十
文
字
に
椋
縄

で
く
く
る
と
の
表
現
は
皿
形
土
器
二
枚

を
合
せ
て
結
縛
す
る
意
と
見
、
そ
う
し
た
容
器
が
た
と
え
皿
形
土
器
で
あ
ろ
う
と

慣
用
句
と
し
て
の

「胞
衣
壷
」
の
言
葉
を
宛
て
て
表
現
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
な
ら
ば

皿
形
土
器
二
枚
を
蓋
身
の
合
せ
と
し
て

用
い
る
事
例
は
江
戸
時
代
に
は

一
般
化
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
各

地
に
見
ら
れ
る
輪
宝
墨
描
土
器
が
地
鎮
鎮
壇
地
取
作
法
に
用
い
ら
れ
る
、
換
言
す

れ
ば
輪
宝
墨
描

の
皿
形
土
器
が
い
ま

一
枚

の
同
形
同
大

の
皿
形
土
器
を
合
せ
蓋
と

し
て
用

い
、
縄
な
り
紐
で
結
縛
し
穴
中
に
埋
納
さ
れ
る
状
況
と
規
を

一
に
し
て
お

り
、
彼
此
、
江
戸
時
代

に
は

一
般
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
江
戸
時
代
以
前

の
二
枚
の
皿
形
土
器
-
蓋
身

の
結
縛
例
は
多
く
見
ら
れ
る

が
、
急
激
に
輪
宝
墨
描
土
器
が
成
立
し
発
展
す
る
状
況
と
胞
衣
埋
納
時
の
蓋
身
二

枚
の
皿
形
土
器
結
縛
例
が
増
加
す
る
こ
と
は
共
通
す
る
基
盤
の
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

い
ま

一
つ
の
大
き
な
変
化
と
見
ら
れ
る

「壽
」
字
刻
印
、
墨
書
の
成
立
は
、
そ

の
遡
源
的
な
性
格
と
し
て
は

『
倭
訓
栞
』
前
編
五
に

「え
な
、
胞
衣
を
い
へ
り
…

蔵
む
る
に
方
を
択
ぶ
は
、
崔
行
功
小
児
方
に
、
凡
胞
衣
、
宜
蔵
二
干
天
徳
月
徳
吉

方

一
、
深
埋
緊
築
、
令
二
児
長
寿
一
と
見
え
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
胞
衣
埋
納
慣

行
自
体
が
児
の
長
壽
を
願
う
と
こ
ろ
に
発
す
る
こ
と
か
ら

「壽
」
字
が
壽
命
、
長

壽
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

間
の
事
情
は

『
伊
勢
家
秘
書
誕
生
之
記
』
に
も

「
一
、
守
刀
の
銘
は
寳
壽
と
打
た

る
を
用
也
、
袋
に
入
て
見
の
傍
に
置
也
、
天
台
僧
加
持
有
べ
し
、
寸
尺
椿
様
は
式

法
也
、
銘
吉
壽
寳
な
れ
ば
猶
よ
し
…
」
と

い
っ
た
記
事
が
あ
り
、
新
生
児
の
護
刀

に
寳
壽
な
り
吉
寳
壽
の
句
を
容
れ
る
よ
う
に
、
胞
衣
壷

(皿
)
に
も
壽
の
字
が
刻

印
、
墨
書
さ
れ
る
と

い
っ
た
経
緯
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
長
壽
、

寳
壽
、
吉
寳
壽
と
い
っ
た
語
義
に
壽
く
の
意
を
加
え
て
胞
衣
壷
の
世
界
で
は
「壽
」

字
と
し
て
息
ず
く
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
壽
」
字
を
も

つ
皿
が
、
こ
の
よ
う
に
胞
衣
埋
納
慣
行
と
関
係
す
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
と
、

「江
戸
」
で
の
調
査
事
例
を
見
護
る
な
ら
ば
次
々
と
同
様
な
資

料
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
た
。
果
せ
る
か
な
、

一
九
八
六
年
、

東
京
都
港
区
白
金
台
五
丁
目
所
在
白
金
館
跡
に
お
け
る
港
区
立
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
新
築
工
事
に
先
立

つ
発
掘
調
査
中
、
二
点
の
壽
字
を
も

つ
皿
形
土
器
の
発
見

が
あ
り
、

一
九
八
八
年
刊
行
の
報
告
書

『
白
金
館
北
遺
跡
ー
』
に
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
二
点
の
皿
形
土
器
中
の

一
は
損
壊
し
て
全
形
は
辿
れ
な
い
が
底
径
五

.
七
セ

ン
チ
を
は
か
る
鞭
輔
成
形
、
内
外
面
と
も
回
転

ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
の
見
ら
れ
る
皿
で
あ

り

「
壽
」
字
を
内
底
に
刻
印
す
る
も
の
、
い
ま

一
は
や
は
り
損
壊
し
そ
の
形
を
留

め
な
い
が
底
径
は
七

・
六

セ
ン
チ
と
や

＼
大
き
く
轄
輔
成
形
、
底
部
を
糸
切
り
し
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内
底
に

「
壽
」
字
を
墨
書
し
外
底
面
に
も
判
読
し
え
な
い
も

の
の
墨
書
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
資
料
で
あ

っ
た
。

こ
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
地

に
北
接
す
る
形
で
亜
東
関
係
協
会
東
京
弁

事
処
公
舎
等

の
建
設
が
計
画
さ
れ
、
一
九

八
六
年
、
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
こ

の
調
査
中
、

一
点
の
壽
字
を
も

つ
皿
形
土
器
が
発
見
さ
れ
、

一
九
八
八
年
刊
行
の

『白
金
館
北
遺
跡
π
』
に
そ
の
内
容
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
口
径

一

】
・
五
セ
ン
チ
、
底
径
六

・
九
セ
ン
チ
、
高
さ
二

・
三
セ
ン
チ
を
は
か
り
、
輔
輔

成
形
、
内
外
面
と
も
回
転

ヘ
ラ
ミ
ガ
キ
し
、
内
底
面
に

「壽
」
字
を
刻
印
す
る
。

こ
の
資
料
の
場
合
、
先
き
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
用
地
発
見
の
壽
字
刻
印
皿
形

土
器
に
は
指
摘
で
き
な
か

っ
た
壽
字
に
金
色
塗
料
を
塗
布
す
る
と
い

っ
た
興
味
あ

る
事
実
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

白
金
館
趾
遺
跡
の
所
在
す
る
港
区
で
は
、
西
新
橋
二
丁
目
所
在
の
港
区
酌

一
九

遺
跡
の
発
掘
調
査
が

一
九
八
五
年
実
施

さ
れ
、

一
九
八
九
年
そ
の
報
告
書
が

『
港

区
酌

一
九
遺
跡
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
中
に
も
発
見
さ
れ
た
壽
字

墨
書
土
器

一
点
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
部
を
欠
損
す
る
が
口
径

一
二

・
七
五
セ

ン
チ
、
底
径
六

・
九
セ
ン
チ
、
高
さ
二

・
八
セ
ン
チ
を
測
る
皿
形
土
器
で
あ
り
、

輔
輔
成
形
、
雲
母
の
混
入
し
た
胎
土
を
も
ち
、
内
底
に
壽
字
を
墨
書
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
遺
構
を
伴
わ
ず
遊
離
資
料
と

い
う
べ
き
事
例
で
あ
る
が
、

「壽
」
字
を
見
る
だ
け
に
胞
衣
埋
納
慣
行
と
係
わ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
志
村
家
の
資
料
が
明
治
年
間
に
位
置
ず
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
資

料
は
少
く
と
も
江
戸
時
代
末
に
は
位
置
ず
け
ら
れ
る
資
料
と
い
え
る
だ
け
に
、
換

言
す
る
な
ら
ば
江
戸
時
代
末
に
は
こ
う
し
た
壽
字
刻
印

・
墨
書
胞
衣
埋
納
容
器
が

盛
行
し
て
い
る
事
実
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
壽
字

の
み
字
と
し
て
陰
印

す
る
皿
形
土
器

(志
村
家
例
)
が
新
し
く
、
同
様
刻
印
で
あ
る
が
円
内
に
壽
字
を

陽
印
す
る
皿
形
土
器

(港
区
白
金
館
跡
例
な
ど
)
が
先
行
す
る
古
い
事
例
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
壽
字
墨
書
例
は
さ
ら
に
先
行
す
る
事
例
や
同
時
併
存
す

る
事
例
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま

一
例
、
相
似
た
資
料
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
九
八

五
年
発
掘
調
査
さ
れ
た
港
区
虎

ノ
門
五
丁
目

・
芝
神
谷
町
町
屋
跡
遺
跡
で
見
出
さ

れ
た
二
枚
の
皿
形
土
器
を
納
め
た
壽
字
墨
書
木
箱
が
そ
れ
で
あ
る
。

一
九
八
七
年

刊
行
さ
れ
た

『
芝
神
谷
町
町
屋
跡
遺
跡
』
調
査
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
幅
二
二

.
九

長
さ
二
三

.
五
セ
ン
チ
程
の
木
箱
内
に
、
口
径

一
九

・
四
、
二
十
セ
ン
チ
を
測
る

上
下
二
枚
の
皿
が
重
ね
て
納
め
ら
れ
、
上
皿
の
表
面
に
は
銀
箔
状
の
付
着
物
が
あ

る
が
使
用
し
た
痕
跡
を
見
な
い
と
記
し
、
こ
の
木
箱
の
蓋
の
表
に

「壽
」
字
を
墨

書
す
る
と
い
う
。
壽
字
墨
書

・
刻
印
土
器
と
異

っ
て
木
箱
に
墨
書
す
る
こ
と
、
皿

形
土
器
二
枚
を
合
せ
口
と
せ
ず
重
ね
合
う
こ
と
と
い
っ
た
相
違
が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
資
料
は
、

『伊
勢
家
秘
書
誕
生
之
記
』
の

「
一
、
胞
衣
桶
は
曲
物
也

高
サ
八
寸
程
、
ロ
ノ
広
サ
七
寸
程
に
、
あ

つ
く
い
か
に
も
丈
夫
に
二
重
の
か
は
に

す
る
也
、
…
切
ふ
た
な
り
、
蓋
は
釘
に
て
し
あ
て
よ
し
、
胡
粉
に
て
ぬ
り
、
雲
母

に
て
松
竹
鶴
亀
を
絵
に
か
く
、
…
白
絹

一
幅
四
方
の
あ
は
せ
の
ふ
く
さ
に
縫
て
胎

を
包
む
、
又
白
絹
二
幅
…
二
重
か
三
重
、
桶
に
敷
て
包
た
る
胞
衣
を
入
、
…
胞
衣

入
た
る
内

の
く

つ
ろ
が
ぬ
様
に
紙
亦
綿
に
て
も
上
を
能
く

っ
め
て
動
か
ぬ
様
に
し

て
、
桶

の
蓋
を
し
て
釘
に
て
し
め
」
と
い
っ
た
記
事
を
媒
介
さ
せ
れ
ば
、
銀
箔
を

の
こ
す
皿
に
胞
衣
を
お
き
下
皿
を
副
え
て
白
絹
で
包
み
、
こ
の
木
箱
に
収
め
、
蓋

表
に

「壽
」
字
を
墨
書
し
て
埋
め
る
と
い
っ
た
経
緯
が
復
原
で
き
る
の
で
あ
る
。

白
金
館
跡
で
は
壽
字
に
金
色
塗
料

(金
泥
か
)
が
塗
ら
れ
て
い
る
が
、
銀
箔
も
相

似
た
機
能
を
果
す
も

の
で
あ
る
可
能
性
が

つ
よ
い
と
考
え
る
。
祝
壽
の
意
を
も
汲

み
と
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

近
世
末
か
ら
近
代

へ
と
移
行
す
る
、
そ
う
し
た
時
期
の
東
京
を
舞
台
に
、
胞
衣

埋
納
慣
行
の
実
際
を
遺
構
か
ら
見
、
史
料
か
ら
考
え
て
抄
記
し
た
。
恐
ら
く
こ
う

し
た
慣
行
の
事
例
は
今
後
、
東
京
都
内
の
調
査
が
進
展
す
る
中
で
急
増
す
る
に
違
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い
な
い
。
各
地
で
の
事
例
の
追
求
と
対
比
の
中
で
、
胞
衣
埋
納
慣
行
が

「近
代
」

を
問
う
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
代

平
城
京
か
ら
連
綿
と

つ
づ
く
慣
行
の
推
移
が
辿
れ
る
日
の
来
る
こ
と
を
鶴
首
す
る
。

最
後
に
本
稿
が
そ
の
資
料
の
全
て
を
調
査
報
告
書

『
白
金
館
趾
遺
跡

1

・
π

・

皿
』
に
負
う
こ
と
を
記
し
学
恩
を
謝
し
た
い
。

八
、
備
後
国
草
戸
千
軒
咬
傷
骨
考

中
世
の
都
市
を
現
代
に
顕
現
さ
せ
た
遺
跡
と
し
て
草
戸
千
軒
町
遺
跡
は
有
名
で

あ
る
。
こ
の
広
島
県
福
山
市
を
流
れ
る
芦
田
川
ぞ
い
の
遺
跡
は
、
都
市
の
匂
ひ
を

横
溢
さ
せ
る
だ
け
に
、
中
世
の
宗
教
生
活
を
復
原
す
る
上
で
も
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
る
。
数
々
の
呪
符
、
数
々
の
呪
的
な
遊
戯
具
、
あ
る
い
は
埋
井
に
あ
た

っ

て
の
呪
儀
な
ど
遺
物

・
遺
構
が
そ
の
内
容
を
極
め
て
具
体
的
に
語
る
の
で
あ
る
。

一
九
八
九
年
二
月
七
日
、
朝
日
新
聞
が
報
じ
た
こ
の
遺
跡
に
係
わ
る
記
事
も
、

ま
た
こ
の
遺
跡
の
重
要
性
を
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。
記
事
は

「
中
世
に

"
犬
葬

"

あ

っ
た
?
」
と
題
し
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
松
井
章
研
究
員
の
研
究
成
果

を
詳
細
に
報
ず
る
も
の
で
あ

っ
た
。
同
氏
は
草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
見
の
人
骨
-
鎌

倉
時
代
の
人
骨
中
に
鋭
く
尖

っ
た
引

っ
掻
き
傷
を
い
く

つ
も
も

つ
頭
骨
、
四
肢
骨

を
見
出
し
、
こ
の
引

っ
掻
き
傷
が
関
東

・
東
北
地
方
の
縄
文
時
代
貝
塚
か
ら
出
土

し
た

ニ
ホ
ン
ジ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
の
骨
片

に
あ
る
犬
の
咬
み
傷
痕
と
全
く
同
じ
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
骨
に
見
ら
れ
る
傷
は
犬
に
よ
る
咬
傷
痕
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
草
戸
千
軒
町
遺
跡
が
、
こ
こ
に
、
注
目
す
べ
き
視
点
を
再
び
招
く

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

『閑
窓
磧
談
』
に
は
天
行
病
と
題
し

て
次
の
よ
う
な

一
文
を
記
し
て
い
る
。

「正
徳
六

(
一、七

一
六
)
年
の
夏
、
熱

を
煩
ふ
人
多
く
、

一
ケ
月
の
中
に
、
江
武

の
町
々
に
て
死
す
る
者
八
萬
余
人
に
及
び
、
棺
を
こ
し
ら
ゆ
る
家
に
て
も
間
に
合

ず
、
酒
の
空
樽
を
求
め
て
亡
骸
を
寺
院

に
葬
る
に
、
墓
地
に
埋
む
る
所
な
け
れ
ば

宗
膿
に
拘
ら
ず
火
葬
な
ら
で
は
不
納
と
い
ふ
、
依
之
茶
毘
所
に
送
り
火
葬
せ
ん
と

と
す
れ
ば
、
棺
桶
の
数
限
り
も
な
く
積
か
さ
ね
て
十
日
二
十
日
の
中
に
は
火
を
か

け
る
こ
と
な
ら
ず
、
其
到
来
の
順
々
に
茶
毘
す
れ
ば
、
日
数
を
は
る
か
に
経
と
い

ふ
、
こ
こ
に
お
い
て
貧
し
き
者
の
亡
骸
は
如
何
と
も
す
べ
き
や
う
な
く
、
町
所
の

長
た
る
人
々
も
世
話
行
届
か
で
、
公
磨
へ
訴

へ
ま
う
せ
し
れ
ば
、
夫
々
の
御
慈
悲

を
賜
り
、
寺
院
に
仰
せ

つ
け
ら
れ
て
、
葬
が
た
き
亡
骸
を
ば
、
回
向
の
後
、
菰
に

包
み
て
舟
に
乗
せ
、
こ
と
ご
と
し
く
品
川
沖

へ
流
し
、
水
葬
に
な
さ
せ
ら
れ
し
と

い
ふ
。
」
都
市
や
そ
の
周
辺
地
域
に
起
る
流
行
病
が
如
何
に
強
烈
な
も
の
で
あ
る

か
を
語
る

一
方
で
、
そ
の
葬
の
む

つ
か
し
さ
を
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
な
事
例
は

『
看
聞
日
記
』
に
も
見
え
る
。

「
抑
去
年
炎
旱
飢
饅
之
間
、
諸

国
貧
人
上
洛
、
乞
食
充
満
、
餓
死
者
不
レ
知
レ
数
、
路
頭

二
臥
云
々
、
循
自
二
公
方

被
レ仰
二諸
大
名

一
五
條
河
原

二
立
二
假
屋
一、引
二施
行
一、

受
レ食
酔
死
者
又
千
万

云
々
、
今
夏
又
疫
病
興
盛
、
万
人
死
去
云
々
」
と
い
っ
た
応
永
二
七

(
一、四
二
〇
)

年
二
月
十
八
日
の
記
事
か
ら
も
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
都
市
近
郊
の
人
々
が
飢

饅
で
在
地
で
き
ず
乞
食
す
る
た
め
上
洛
し
、

一
食
に
あ
り
つ
こ
う
と
し
て
ひ
し
め

く
、
都
市
を
含
め
た
大
規
模
な
飢
饅
が
起
り
餓
死
者
が
日
々
急
増
し
、
そ
の
都
市

の
衛
生
環
境
が
激
変
し
、
疫
病
の
興
盛
を
誘
発
し
、
一
層
都
市
を
痛
撃
す
る
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
餓
死
者
や
疫
死
者
の
亡
骸
を
如
何
よ
う
に
と
り

あ
つ
か

っ
た
か
は
筆
が
及
ん
で
い
な
い
が
、
恐
ら
く
先
の
正
徳
六
年
の
天
行
病
猫

獄
の
時
と
同
様
な
状
況
が
現
出
し
た
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。

『方
丈
記
』
に
は
養
和
元

(
一、
一
八

一
)
年

の
飢
饅
を
記
し
て

「
又
養
和
の
こ

ろ
か
と
よ
、
…
…
二
年
が
あ
ひ
だ
、
世
の
中
飢
渇
し
て
あ
さ
ま
し
き
こ
と
は
べ
り

ヘ

ヘ

へ

き
、

…

…
明

く

る
年

は

た

ち

な

ほ

る

べ
き

か

と

思

ふ
程

に
、

あ
ま

つ
さ

へ
え

や

み

う

ち

そ

ひ

て
、

ま

さ

る

や

う

に

跡
方

な

し
、

世

の
人

皆

う

ゑ
死

に
け

れ

ば

、

日

を

経

つ

つ
窮

り

ゆ
く

さ
ま

、

少

水

の
魚

の
た

と

へ
に

叶

へ
り

、
終

に

は
か

さ

う
ち

き

足

ひ

き

つ

つ
み
、

身

よ

ろ

し

き
姿

し

た

る
も

の

、

ひ
た

す

ら

家

ご

と

に
乞

ひ

あ

り
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く
、
か
く
わ
び
し
れ
た
る
も
の
ど
も
、

あ
り
く
か
と
見
れ
ば
即
ち
倒
れ
伏
し
ぬ
。

つ
ひ
い
ち
の
つ
ら
、
路
の
頭
に
う
ゑ
死
ぬ
る
類
は
数
も
知
ら
ず
、
取
り
捨
る
わ
ざ

も
な
け
れ
ば
、
く
さ
き
香
、
世
界
に
み
ち

み
ち
て
、
変
り
ゆ
く
か
た
ち
あ
り
さ
ま

目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
こ
と
多
か
り
、

い
は

ん
や
河
原
な
ど
に
は
、
馬
車
の
ゆ
き
ち
が

ふ
道
だ
に
も
な
し
」
と
書
く
。
こ
の
年

の
飢
饅
疫
病
流
行
に
つ
い
て
は

『
帝
王
編

年
記
』
に

「養
和
元
年
、
今
年
天
下
飢
饅

、
道
路
餓
死
者
充
満
、
以
来
未
レ
有
レ

如
レ
此
也
、
壽
永
元
年
、
飢
饒
同
二去
年

輔、
旱
魅
疫
癒
越
レ年
、
死
人
在
二
塙
壁

こ

簡
明
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
養
和
元
年
、

二
年
は
改
元
し
て
壽
永
元
年
、
連
年
ひ

き

つ
ゴ
く
飢
饅
と
旱
魅
と
疫
癒
に
よ
り

天
下
の
苦
悩
し
悲
惨
な
情
況
に
追
い
こ
ま

れ
て
い
く
様
子
が
手
に
と
る
よ
う
に
読
み
と
。れ
る
の
で
あ
る
。

死
臭
漂
う
阿
鼻
叫
喚
の
世
界
は
天
下

を
覆
う
が
、
わ
け
て
も
そ
の
想
ひ
の
つ
よ

い
地
は
都
市
で
あ
ろ
う
。
京
洛
は
勿
論

の
こ
と
、
地
方
都
市
に
あ

っ
て
も
そ
の
様

相
は
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
塩
尻
』
に
は
正
徳

四

(
一、七

一
四
)
年
の
疫
疾
の
流
行
す

る
様
子
を

「正
徳
四
年
甲
午
三
月
霧
蒙
し

て
日
月
光
な
か
り
し
が
、
四
・
五
月
の
比
、
肥
前
長
崎
港
疫
疾
大
に
流
行
し
、
比

屋
病
床
に
臥
し
死
に
至
る
者
七
千
余
に
及
び
し
、
九
州
四
国
中
国
の
方
も
又
疫
気

一
時
に
行
れ
、
是
に
死
す
る
者
甚
多
し

と
聞
ゆ
、
六

・
七
月
、
難
波
京
師
に
及
び

染
疫
の
家
に
苦
し
み
愁
ふ
、
泉
南
尤
も
甚

し
く
、
堺
の
商
家
、
死
亡
数
千
人
な
り

し
。
…
…
関
東
も
同
じ
様
に
て
、
我
府
下

中
元
の
前
後
病
に
臥
し
医
師
薬
匙
を
さ

し
を
く
時
な
か
り
し
」
と

い
っ
た
記
事

か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
疫
疾
の
流
行

は
九
州
西
海
道
の
地
に
発
し
京
洛
に
至
る
場
合
が

一
般
で
あ

っ
た
。
そ
れ
だ
け
に

草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
よ
う
な
港
津
市
場
都

市
は
必
然
的
に
こ
う
し
た
流
行
の
道
筋

に
該
当
す
る
だ
け
に
強
烈
な
席
捲

の
あ
お
り
を
う
け
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

明
王
院
門
前
の
市
、
港
津

の
市
で
あ
る
草
戸
千
軒
町
遺
跡
を
考
え
る
上
に
、
こ
う

し
た

「災
厄
」

・

「疫
疾
」
か
ら
見
る
目
が
今
後
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
行
す
る
強
烈
な
疫
病
を
考
え
る
な
ら
ば
、
犬
の
咬
傷
痕
を
も

つ
人

骨
の
存
在
は

一
っ
の
解
釈
の
場
、
理
解
の
場
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
う

の
で
あ
る
。
幾
百
、
幾
千
人
の
人
々
が
僅
か
の
時
間
に
倒
れ
死
去
し
て
い
く
、
な

お
病
む
者
も
あ
り
、
遺
体
を
埋
葬
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
火
葬
す
る
こ
と
も
か

な
わ
ず
、
街
路
な
り
芦
田
川
の
川
原
に
積
み
置
く
、
そ
う
し
た
事
態
は
容
易
に
想

像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
屍
臭
の
漂
う
こ
う
し
た
街
路
や
川
原
に
天
上
か
ら
は

烏
が
舞
い
降
り
、
地
上
で
は
犬
が
う
ろ
つ
く
、
烏
が
屍
体
を

つ
い
ば
み
、
犬
が
遺

体
を
噛
む
、
そ
う
し
た
情
景
が
眼
前

に
甦
え
る
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
垂
仁

天
皇
廿
八
年
条
に
は
、
倭
彦
命
を
身
挾
桃
花
鳥
坂
に
葬
る
に
当
り
、
近
習
の
者
を

悉
く
生
き
な
が
ら
に
陵
域
に
埋
め
立

つ
と
い
っ
た
記
事
が
あ
り
、
数
日
を
経
て
も

死
な
ず
昼
夜
泣
き
吟
う
と

い
っ
た
悲
惨
な
情
景
が
描
写
さ
れ
、
遂
に
死
し
て
燗
り

昆
る
と
こ
ろ
へ
犬
鳥
聚
ま
り
畷
む
と
い
っ
た
実
情
が
語
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
は

こ
う
し
た
風
は
改
め
ら
れ
埴
輪
を
誕
生
さ
せ
る
と
い
っ
た
記
事
に
繋
る
の
で
あ
る

が
、
天
皇
は
こ
う
し
た
情
景
を

「悲
傷
」

・

「甚
傷
」
と
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

犬
烏
聚
ま
り
畷
む
と
い
っ
た
情
景
は
直
ち
に
、
流
行
す
る
疫
疾
の
も
と
、
草
戸
千

軒
町
遺
跡
に
も
あ
て
は
め
、
同
じ
惨
景
を
想
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

流
行
す
る
病
疫
の
中
、
疲
幣
し
き

っ
た
都
市
に
か
ぎ

っ
て
烏
が
死
骨
を
噛
み
、

犬
が
屍
骨
を
喰
む

の
で
あ
ろ
う
か
。
日
常
の
生
活
の
中
に
烏

・
犬
が
屍
体
と
係
わ

る
と

い
っ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
、

『
天
明
年
度
凶
歳
日

記
』
に
よ
れ
ば

「
天
明
三
年
諸
国
飢
饅
奥
羽
諸
國
殊
に
甚
し
く
、
米
変
は
勿
論
、

雑
穀
野
菜
の
収
穫
も
無
か
り
し
が
故
に
、
牛
馬
鶏
犬

の
肉
を
始
め
と
し
、
雑
草
樹

皮
迄
も
食
ひ
尽
し
、
果
て
は
親
は
子
を
棄
て
、
子
は
親
を
失
ひ
、
夫
は
妻
に
別
れ

或
は
他
郷
に
赴
く
も
あ
り
、
又
妻
子
手
を
携

へ
路
頭
に
彷
復
す
る
も
の
あ
り
、
而

し
て
亦
道
路
に
発
死
す
る
も
の
其
数
を
知
ら
ず
、
初
め
は
之
を
取
り
て
処
々
に
埋

め
た
り
し
も
、
後
に
は
誰
あ
り
て
之
を
顧
み
る
も
の
無
く
、
屍
累
々
と
し
て
犬
又

は
鴉
の
餌
と
な
れ
り
、
而
し
て
犬
の
如
き
は
既
に
其
味
を
知
り
、
往
来
の
人
を
曝

殺
し
し
こ
と
少
か
ら
ず
、
然
る
に
先
に
人
を
食
ひ
し
犬
は
、
後
に
は
又
悉
く
人
の
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食
物
と
な
る
に
至
り
た
り
、
此
の
如
く
に
し
て
数
里
の
間
、
人
犬
の
白
骨
散
乱
し

て
、

}
と
し
て
人
影
を
見
ざ
り
し
こ
と
少
か
ら
ざ
り
し
」
と
記
し

て
い
る
。

一
方
、

『吉
田
家
日
次
記
』
に
は

「
応
安
四

(
一、三
七

一
)
年
十

一
月
九
日
戌

午
、
今
夕
兼
遠
宿
禰
送
二
使
者
於
大
副

一
云
、
今
日
平
野
社
第
四
神
殿
後
、
犬
喰
二

入
人
頭
一
畢
、
価
五
膿
不
具
穂
也
、
祭
禮
事
可
レ
為
二
何
様
一
哉
、
大
副
答
日
、

五
髄
不
具
穂
七
ケ
日
條
勿
論
也
」
と

い

っ
た
記
事
が
見
え
る
。
平
野
神
社

の
奥
深

く
第
四
神
殿
の
後
に
犬
が
人
頭
を
喰
え

込
ん
で
問
題
が
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
五

体
不
具
穂
と
考
え
る
が
近
ず
く
祭
禮
は
如
何
な
す
べ
き
か
を
問
う
て
い
る
の
で
あ

る
。
答
え
は
確
か
に
五
体
不
具
穂
に
該
当
す
る
、
忌
七
日
に
当
る
こ
と
は
承
知
の

通
り
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
常
日
頃
、
清
浄
に
保
た
れ
て
い
る
神

社
本
殿
の

一
、
第
四
神
殿
に
ま
で
犬
が
人
頭
を
喰
え
入
る
と
い

っ
た
情
景
が
現
実

に
あ
る
こ
と
を
語
る
興
味
ぶ
か
い
記
事

で
あ
る
。

同
様
な
内
容

の
記
事
は
、
い
く

つ
か

の
史
書
に
散
見
す
る
。
古
く
は

『
三
代
実

録
』
に

「貞
観
五

(八
六
三
)
年
十
月
茄
日
巳
丑
、
大
二
抜
於
建
礼
門
前

噌、
以
下

犬
噛
二
死
人
骸

噸
入
二
神
祇
官
上
故
也
」
と
い

っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。
清
浄
を

常
に
要
求
さ
れ
て
い
る
神
祇
官
に
犬
が
死
者
の
骸
を
喰
え
こ
ん
だ
た
め
建
礼
門
前

で
大
被
が
実
修
さ
れ
た
と
説

い
て
い
る

の
で
あ
る
。
同
様
の
例
は

『太
神
宮
諸
雑

事
記
』
に
も

「貞
観
十
五

(八
七
三
)
年
九
月
十
六
日
朝
仁
外
宮

】
鳥
居
之
許
、

新
閥
艘
犬
咋
持
来
、
然
而
祭
使
参
宮
、
斎
宮
如
レ
例
供
奉
、
其
後
自
二
同
年
十
月

十
七
日
一
、
天
皇
御
薬
御
坐

須
、
本
宮
陰
陽
寮
勘
申
云
、
巽
方
大
神
依
二汗
機
事
輔

令
レ
崇
給
也
者
、
依
二
宣
旨

噌
捜
糺
之
処
、
件
穣
事
明
白
也
、
傍
同
年
十
二
月
廿

七
日
禰
宜
宿
直
内
人
等
科
二
中
抜

一
、

且
其
由
被
二
祈
申
一
、
勅
使
参
宮
了
。
」

と
い
っ
た
記
事
が
あ
る
。
伊
勢
神
宮
外
宮

一
鳥
居
の
も
と
に
犬
が
咋
え
持
ち
来

っ

た
新
し
い
燭
艘
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

ず
、
朝
廷
か
ら
の
祭
使
が
参
宮
す
る
な
ど

種
々
の
神
事
が
実
修
さ
れ
た
が
後
に
崇

り
が
あ
り
、
そ
の
よ

っ
て
来
る
と
こ
ろ
を

求
め
る
と
、
こ
の
新
し
い
燭
髄
を
犬
が
咋
え
来
た
こ
と
に
あ
る
、
触
穣
の
事
実
が

判
明
、
責
任
者
で
あ
る
禰
宜
、
宿
直
内
人
な
ど
に
中
抜
が
科
せ
ら
れ
た
と
す
る
内

容
で
あ
る
。
さ
き
の
平
野
神
社
と

い
い
、
大
神
宮
外
宮
と
い
い
、
常
々
そ
の
清
浄

さ
が
強
く
要
求
さ
れ
、
そ
れ
だ
け
に
こ
う
し
た
事
態
を
さ
け
る
べ
く
慎
重
の
上
に

も
慎
重
に
犬
烏
を
禦
ぐ
べ
く
努
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
屍
体
が
犬
烏
に
よ

り
運
び
こ
ま
れ
る
と
い
っ
た
結
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
外
宮
や
平
野
神
社
の
近

傍
に
こ
う
し
た
死
者
を
捨
て
葬
る
、
そ
う
し
た
場
面
が
見
ら
れ
、
そ
の
地
か
ら
の

運
び
こ
み
と
な
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
聖
城
近
傍
に
棄
葬
の
空
間
-
埋

葬
す
る
こ
と
な
く
置
き
捨
て
ら
れ
る
情
景
が
存
在
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
犬
烏
が
聚
り
屍
体
を
咋
う
空
間
が
こ
こ
に
浮
か
び
上

る
の
で
あ
る
。

社
祠
の
空
間
以
外
に
も
犬
烏
の
動
き
を
気
づ
か
う
空
間
が
見
ら
れ
る
。
朝
廷
が

そ
れ
で
あ
る
。

『
日
本
紀
略
』
天
暦
元

(九
四
七
)
年
二
月
十
七
日
の
条
に
は

「今
月
四
日
左
近
衛
府
少
将
曹
司
、
犬
咋
二
入
死
人
頭
肩
片
手

一
、
価
彼
府
立
二

計
日
穂
札

噛
、
而
御
修
法
所
重
不
レ
知
二
穣
札
由
一
、
用
二
件
府
井
水
一
、
其
穂

交
及
二
内
裏
'
、
有
二
沙
汰
一
被
レ
定
二
七
箇
日
穂

一
」
と
い
っ
た
記
事
を
見
る
。

犬
が
頭
か
ら
肩
、
片
手

へ
と

つ
づ
く
死
屍
を
咋
え
て
左
近
衛
府
に
入

っ
た
た
め
に

触
穣
、
触
穂
を
告
知
す
る

「
触
穂
札
」
を
同
府
に
樹

て
る
な
ど
穣
が
拡
が
る
こ
と

の
な
い
よ
う
取
り
は
か
ら

っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
御
修
法
所

の
童
子
が
触
穂
札
の
内

容
が
判
ら
ぬ
ま

、
左
近
衛
府

の
井
水
を
汲
み
用
い
た
た
め
内
裏
ま
で
触
穂
し
た
経

緯
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に

『三
代
実
録
』
を
引
き
貞
観
五
年
十
月
光
日

の
記
事
を
掲
げ
た
が
、
こ
の
場
合
は
神
祇
官
庁
に
犬
が
死
人
の
骸
を
噛
ひ
運
び
こ

ん
で
の
触
穂
で
あ

っ
た
。
朝
廷
の
諸
司
、
諸
官
司
に
犬
や
烏
な
ど
が
こ
の
よ
う
に

屍
体
を
運
び
来
る
と
い

っ
た
現
象
は
、
屡
々
見
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
京
洛
の
随
所
に
死
者
が
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
な
く
置
き
去
ら
れ
た
ま

＼
、
棄

て
去
ら
れ
た
ま

、
存
在
す
る
様
子
が
こ
う
し
た
犬
の
咋
え
込
み
と

い
っ
た
現
象
か

ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
飢
蝕
や
疫
疾
の
流
行
と

い
っ
た
異
常
の
時
間
で
な
い
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平
常
の
時
間
に
も
こ
う
し
た
屍
体

の
放
置
、
棄
捨
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
京
洛
の
み

で
な
く
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
を
考
え
る
場
合
に
も
重
要
な
視
座
を
招
く
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

草
戸
千
軒
町
遺
跡
発
見
の
人
骨
に
犬
の
咬
傷
痕
が
見
ら
れ
る
事
実
は
、
墓
地
や

山
脚
、
河
原
や
海
浜
に
多
く
の
死
者
が
置
か
れ
、
こ
こ
に
群
が
る
犬
、
烏
の
動
き

ま
た
、
そ
う
し
た
遺
骨
を
咋
え
街
中
に
運
び

こ
む
犬
、
烏
の
動
き
を
語
る
と
見
て

よ
い
。
こ
う
し
た
背
景
が
浮
か
び
上
る
と
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡

で
も
朝
廷
や
社
寺

が
触
穣
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
、
本
遺
跡

で
も
相
似
た
触
穂
の
問
題
が
真
剣
に
考

え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『法
曹
至
要
抄
』
に
は
、

「計
日
穣
事
、

説
者
云
、
死
人
錐
レ
為
二
五
膿
不
具

一
、
胎
以
下
腹
以
上
相
連
者
、
忌
光
日
…
…

七
日
穂
事
、
説
者
云
、
死
人
頭
若
手
足
切

、
謂
二
之
五
罷
不
具

一
、
又
云
死
人
灰

少
々
、
准
二
五
髄
不
具
穣
4
、
可
レ
忌
二
七
日
噌
」
と
い

っ
た
記
事
が
、
ま
た
、

『北
山
抄
』
に
は

「五
膿
不
具
穣
、
其
日
数
不
レ
定
、
或
忌
計
日
、
依
三
其
膿
巳

断
二

一
手
足
等
一
不
具
歎
、
或
忌
七
日
、
唯
有
二

一
手
足
等

一、
依
二
其
膿
猶
断

一

歎
、
或
不
レ
為
レ
穂
、
依
三
其

一
手

一
足
経
二
数
日
層
歎
」
と

い
っ
た
記
事
が
あ

り
、
犬
の
噛
え
込
む
屍
体
の
状
況
に
よ
り
光
日
穂
、
七
日
稜
に
分
れ
る
も

の
の
、

そ
の
噛
え
込
ま
れ
た
場
所
に
係
わ
る
官
司
や
家

・
屋
敷
は
い
ず
れ
も
忌
に
従
う
こ

と
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
天
下
遍
満
を
極
度
に
お
そ
れ
、
触
穣
範
囲
を
最
小
限

に
と
ど
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

古
く
貞
観
年
間
に
あ

っ
て
は
触
穣
し
た
場
合
、
抜
が
実
修
さ
れ
、
穣
れ
を
抜

い

流
す
こ
と
で
対
応
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
時
代
が
降
り
天
徳
年
間
、
或
い
は
そ
れ

以
降
の
記
事
で
は
計
日
穣
、
七
日
穣

の
表
現
が
続
出
し
、
そ
の
間
の
忌
籠
り
が
科

せ
ら
れ
る
形
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。
草
戸
千
軒
町
遺
跡
に
あ

っ
て
も
各
家
に
も
ち

こ
ま
れ
る
死
屍
の
在
り
よ
う
を
踏
ま
え
て
、
こ
う
し
た
抜
や
猿
忌
が
朝
廷
同
様
、

実
修
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。
勿
論
、
こ
う
し
た
触
穂
は
屍
体
運
び
こ
み

の
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
例
え
ば

『
三
代
実
録
』
光
孝
天
皇
仁
和
二

(八
八
六
)

年
九
月
十
二
日
の
條
に

「為
レ
発
下
遣
奉
二
伊
勢
大
神
宮
幣
一
使
上
、
天
皇
欲
レ

御
二
大
極
殿
一
、
乗
車
未
レ
出
、
有
レ
人
奏
聞
、
壼
所
犬
死
、
於
レ
是
太
政
大
臣

及
諸
公
卿
議
日
、
豊
所
者
在
二
宮
門
左
右
衛
門
陣
之
内

一
、
若
當
レ
行
二
神
事

一
、

諸
司
有
レ
穂
、
立
二
札
於
衛
門
陣
一
、
告
二
知
事
由

一
、
不
レ
聴
二
出
入
輔
、
為
レ

潔
二
禁
中
一
也
。
」
と
見
え
る
よ
う
に
、
朝
廷
の
畜
所
に
発
れ
た
犬

一
頭
を
め
ぐ

っ
て
伊
勢
大
神
宮
幣
使
の
発
遣
、
天
皇
の
大
極
殿
出
御
な
ど
状
況
が

一
変
す
る
こ

と
、
触
穣
を
衛
門
陣
中
に
留
め
禁
中
や
他
に
拡
る
を
防
ぐ
た
め
触
穂
札
が
衛
門
陣

に
樹
て
ら
れ
、
事
態
を
広
く
官
人
に
告
知
す
る
様
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

単
に
犬
が
屍
体
、
屍
骨
を
運
び
こ
む
に
限
ら
ず
犬
な
ど
六
畜
の
死
も
ま
た
触
穂
の

対
象
と
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
六
畜
の
五
膿
不
具
、
屍
骸
の
運
び

こ
み
も
同
様
に
触
穂
と
見
な
さ
れ
る
ほ
か
、
生
活
全
艘
に
各
種
の
穣
が
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

『
園
大
暦
』
に
は

「
貞
和
四

(
一、三
四
八
)
年
十
月
五
日
、
南
庭
東
頭
木
柴
下

見
二
付
生
頭

一
、
傍
七
箇
日
穂
也
、
傍
申
二
其
子
細
4
令
レ
立
二
触
穂
札

鋪
了
。

其
札
云
、
自
二
今
日
一
七
ケ
日
穣
也
、
貞
和
四
年
十
月
五
日
。
」
と
い
う
記
事
が

あ
る
。
触
穂
を
見
た
官
司
な
り
邸
宅
に
樹

つ
門
前
の
札
ー
触
穣
札
に
つ
い
て
記
す

興
味
ぶ
か
い
例

で
あ
る
。
そ
の
札
面
の

「自
今
日
七
ケ
日
薇
也

・
貞
和
四
年
十
月

五
日
」
の
句
が
触
穂
札
の
文
言
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
中
古

・
中
世
遺

跡
の
発
掘
調
査
が
各
地
で
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
な
お
こ
の
種
の
札
ー
触
猿
札
の

発
見
例
を
聞
か
な
い
。
僅
か
に
南
都
元
興
寺
極
楽
坊
境
内
で
発
掘
さ
れ
た

「物
忌

札
」
が
こ
う
し
た
触
穂
札
に
近
い
内
容
を
も

つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
死
者
を
出
し

た
葬
家
が
初
七
日
、
二
七
日
と
忌
日
が
来
る
た
び
に
門
前
に
樹
て
物
忌
中
で
あ
る

こ
と
を
表
示
す
る
札
で
あ
る
。
直
接
、
機
と
は
重
さ
な
ら
な
い
も
の
の
、
奈
良

・

平
安
時
代
盛
行
し
た
物
忌
の
系
譜
を
ひ
く
札
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

草
戸
千
軒
町
遺
跡
は
、
中
世
の
都
市
を
顕
現
さ
せ
た
稀
有
の

一
例

で
あ
る
。
芦

田
川
と
の
係
り
も
あ
り
、
数
多
い
木
製
品
や
こ
う
し
た
骨
角
の
保
存
が
良
好
で
あ
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り
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
情
報
は
ま
こ
と

に
豊
富
で
あ
る
。
犬
の
咬
傷
痕
を
も

つ

屍
骨
の
発
見
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
宗
教
的
環
境
を
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
に
甦
え
ら

せ
る
重
要
な
点
景
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
数
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
呪
符
な
ど
と

も
組
み
合
せ
、
絡
み
合
せ
て
考
え
る
中
か
ら
、

「中
世
」
が
現
代
に
顕
現
す
る
の

で
あ
る
。
多
方
面
か
ら
の
検
討
と
新
た
な
視
座
が
望
ま
れ
る
由
縁
で
あ
る
。

九
、
駿
河
国
金
谷
駿
河
山
古
墳
考

静
岡
県
榛
原
郡
金
谷
町
牛
尾
字
本
田
山

に
所
在
す
る
駿
河
山
古
墳
群
は
二
基
の

古
墳
ー
横
穴
式
石
室
墳
が
並
び
存
し

一
っ
の
単
位
を
作

っ
て
い
る
。
こ
の
二
基
中

の

一
基
、
第
二
号
古
墳
が
、
昭
和
五
七
年

八
月
発
掘
調
査
さ
れ
、
昭
和
五
八
年
、

『
駿
河
山
二
号
墳
発
掘
調
査
報
告
書
』
と
題
し

て
金
谷
町
教
育
委
員
会
よ
り
刊
行

さ
れ
た
。
調
査
の
内
容
は
極
め
て
詳
細
な
上
、
そ
の
成
果
は
極
あ
て
重
要
な
も
の

が
あ
る
。
調
査
時
の
所
見
を
踏
ま
え
て
、
調
査
を
担
当
し
た
人
々
が

「石
室
空
間

論
序
説
」
と
い
っ
た
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
成
果
の
大
き
さ
に
基
く

と
こ
ろ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
石
室
空
間
論
序
説
」
の
執
筆
さ
れ
た
由
縁
は
、
本
古
墳
の
調
査
で
導
き
出
さ

れ
た
興
味
ぶ
か
い
所
見
に
あ
る
。
そ
の
所
見
を
次
に
記
述
に
従

い
簡
記
し
、
の
ち

私
見
を
語
る
こ
と
と
し
よ
う
。
調
査

の
所
見
で
は
本
古
墳
に
は
四
回
に
及
ぶ
埋
葬

が
あ
り
、
築
造
時
の
被
葬
者
と
三
次
に
及

ぶ
追
葬
者
の
存
在
が
説
か
れ
て
い
る
。

築
造
時
の
被
葬
者
は
玄
室
後
室
の
土
床
面

に
河
原
石
を
据
え
て
棺
座
石
と
し
全
長

ニ
メ
ー
ト
ル
の
木
棺
を
左
側
壁

(東
側
壁
)
ぞ
い
に
配
し
て
葬
る
形
を
と
り
、
石

室
中
央
に
仕
切
り
を
設
け
前
室
全
面
に
敷
石
す
る
。
第

一
次
追
葬
者
は
木
棺
を
前

室
や
、
右
側
よ
り

(西
側
壁
)
に
配
し
、
太
刀
を
供
進
す
る
形
で
葬
ら
れ
る
と
説

く
。
第
二
次
追
葬
者
は
前
室
左
側
壁
ぞ
い
、
敷
石
を

一
部
除
去
し
小
礫
を
入
れ
、

底
や
右
側
面
に
板
石
を
配
し
て
木
棺
を
囲

い
保
護
す
る
形
と
記
さ
れ
て
い
る
。
続

く
第
三
次
追
葬
者
は
後
室
右
側
壁

(西
側
壁
)
ぞ
い
に
棺
座
石
を
配
し
た
り
第

一

次
追
葬
時
に
設
け
た
仕
切
石
を
棺
座
石
と
し
て
全
長
ニ
メ
ー
ト
ル
、
幅
○
、
六
八

メ
ー
ト
ル
の
木
棺
を
据
え
、
棺
内
に
太
刀
、
耳
鎧
が
副
葬
さ
れ
て
い
た
他
、
第
二

次
追
葬
時
の
外
護
石
材
床
面
に
新
た
な
仕
切
石
を
配
し
て
前
室

・
後
室
を
再
び
区

別
し
て
い
る
と
説

い
て
い
る
。
石
室
内
の
遺
構

・
遺
物
を
熟
視
し
て
の
所
見
だ
け

に
そ
の
立
論
、
行
論
と
も
に
興
味
ぶ
か

い
も
の
が
あ
る
。
本
稿

で
は
、
本
古
墳

の

各
所
見
を
私
な
り
に
検
討
し
導
か
れ
来
る
私
見
を
簡
記
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
最
初
に
注
目
す

べ
き
事
実
は
、
石
室
が
長
大
な
玄
室
か
ら
な
り
前
面
に

素
掘
り
の
墓
道
が
と
り

つ
く
と

い
っ
た
形
制
で
あ
る
。
こ
う
し
た
玄
室
内
を
用
益

上
二
分
し
、

「前
室

・
後
室
」
と
区
別
し
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
前
室

・
後
室

の

称
は
複
室
制

・
双
室
制
の
横
穴
式
石
室
に
用

い
る
べ
き
称
で
あ
り
、
本
稿
で
は

「

玄
室
前
部

・
後
部
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
私
見
に
よ
る

「築
造
時
の
被
葬
者
」

は
、
玄
室
後
部
西
壁
寄
り
の
棺
台
四
石
上
に
配
置
さ
れ
た
木
棺

の
死
者
で
あ
る
。

北
、
中
央
、
南
に
各
二
石
を
並

べ
据
え
、
こ
の
上
に
幅
○

・
四
～
○

・
五
メ
ー
ト

ル
、
長
さ

一
・
八
メ
ー
ト
ル
前
後
の
木
棺
が
の
る
姿
で
復
原
し
た
い
と
考
え
る
。

こ
の
被
葬
者

の
棺
外
西
ぞ

い
に
切
先
を
北

へ
向
け
た
太
刀

(
42
)
が
あ
り
、
棺
外

東
側
に
切
先
を
同
様
北

へ
向
け
た
刀

(
40
)
が
あ
る
。
棺
外
北
側
に
は
鉄
鍛
群
が

見
ら
れ
、
棺
内
遺
物
と
見
て
よ
い
耳
鎧

(26
)
が
南
よ
り
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。

従

っ
て
、
築
造
時
の
被
葬
者
は
南
枕
で
葬
ら
れ
、
棺
外
左
右
に
太
刀
、
刀
、
脚
端

に
鍛
群
を
配
す
る
整
然
た
る
在
り
方
で
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

鰯
切
先
に
な
ら
な
い
太
刀
、
大
き
な
耳
鎧
は
、
本
被
葬
者
が
こ
の
石
室
内
の
最
初

の
被
葬
者
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
被
葬
者
の
棺
と
関
連
し
て
玄

室
の
中
央
を
区
切
り
、
玄
室
前
部
が
川
原
石
で
敷
石
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う

し
た
区
別
は
、
こ
の
被
葬
者
が
太
刀

・
刀

・
鉄
鍛
を
伴
う
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
男
性
で
あ
り
、
恐
ら
く
戸
主
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

玄
室
内
を
中
央

で
仕
切
り
、
奥
部
に
配
棺
空
間
、
前
面
に
敷
石
空
間
を
設
け
る
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と
い
っ
た
構
造
が
復
原
さ
れ
る
と
、
勢

い
、
玄
室
後
部
西
寄
り
に

一
棺
を
見
る
だ

け
に
、
東
寄
り
に
も

一
棺
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
寄
り
の
棺

の
南
台
石
二
石
が
そ
の
旧
位
置
を
離
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
石
を
転
用
し

て
棺
台

と
す
る

一
棺
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
棺
の
被
葬
者
は
第
二
次
被
葬
者

で

あ
る
が
全
く
副
葬
品
や
装
身
具
を
見
な
い
。

「築
造
時

の
被
葬
者
ー
戸
主
」
と
同

じ
空
間
が
意
識
さ
れ
左
右

に
添
う
形
で
配
棺
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
戸
主
の

妻
と
い
っ
た
性
格
を
与
え
る
こ
と
が
相
応
し
い
と
言
え
よ
う
。

玄
室
後
部

に
二
棺
が
並
置
さ
れ
る
と
空
間
は
も
は
や
埋
葬
を
不
可
能
と
す
る
。

従

っ
て
、
続
く
追
葬
者
は
玄
室
前
部
を
用

い
る
形
を
と
る
。
即
ち
、
第
三
次
被
葬

者
は
玄
室
前
部
の
東
側
壁
寄
り
、
平
石
を
長
方
形
の
範
囲
に
敷
き

つ
め
た
床
面
に

配
置
さ
れ
た
木
棺
の
被
葬
者
が
そ
れ
で
あ
る
。
礫
面
上
に
○

・
七
五

メ
ー
ト
ル
×

ニ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
を

一
一
枚
の
平
石

で
も

っ
て
棺
床
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
被

葬
者
に
伴
う
遺
品
と
し
て
は
耳
鎧
24

・
23
が
あ
る
。
玄
室
東
南
隅
の
23
は
動
か
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
が
棺
内
を
僅
か
に
南

へ
動
い
た
に
過
ぎ
ず
原
位
置
に
近

い
。
こ

の
被
葬
者
を
第
三
次
被
葬
者
と
す
る
根
拠
は
耳
鎧
の
径
が
第

一
次
被
葬
者
の
耳
鎧

に
つ
ぐ
規
矩
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
平
石
棺
床
を
設
け
て
い
る
事
実
の
評
価

に
基
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
次
被
葬
者
の
木
棺
の
配
置
に
当
り
、
玄
室
前
部

前
端
に
平
石
を
全
面
的
に
敷
き
石
し
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
旧
位
置
を
留
め
る
八

石
の
他
に
、
石
室
内
の
残
存
平
石
全

て
が
こ
の
前
端
を
全
面
的

に
舗
装
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
第

一
次
被
葬
者
の
葬
時
、
玄
室
を
中
央
で
二
分
し
た

よ
う
に
、
第
三
次
被
葬
者
も
、
玄
室
前
部
を
二
分
し
奥
部
を
死
者
葬
棺
空
間
と
し

前
面
を
舗
石
空
間
と
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
思
惟
が
そ
こ
に
は
脈
つ
い
て
い
る
と

言

っ
て
よ
く
、
そ
う
し
た
点
か
ら
も
第
三
次
被
葬
者
の
性
格
は

「戸
主
」
に
も
似

た
性
格

・
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
男
性
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
次
被
葬
者
を
想
定
し
た
玄
室
前
部
東
側
壁
ぞ

い
の
平
石
敷
棺
床
は
、
そ
の

偏

っ
た
位
置
か
ら
見
て
容
易
に
西
側
壁
ぞ
い
に

一
棺
ー
第
四
次
被
葬
者
が
存
在
す

る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
概
略
幅
○

・
四
メ
ー
ト
ル
、
長
さ

一
・
八
メ
ー

ト
ル
の
木
棺
規
矩
を
想
定
す
れ
ば
辛
じ
て

一
棺
を
収
め
う
る
上
、
仮
り
に
第
三
次

被
葬
者
の
平
石
敷
棺
床
に

一
端
を
載
せ
得
た
と
す
れ
ば
そ
の
棺
配
置
は

一
層
容
易

な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
側
壁
ぞ
い
に
配
置
さ
れ
て
い
る
太
刀
⑱
、
刀
ω
、

刀
子
瞼

・
69
な
ど
が
副
葬
品
で
あ
り
、
耳
鎧
⑳

・
⑳
が
被
葬
者
を
装
う
も
の
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
。
耳
鎧
は
第
三
次
被
葬
者
の
耳
鎧
よ
り

一
層
小
さ
く
な
り
、
太

刀
は
獅
切
先
太
刀
の
制
を
と
る
も
の
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
被
葬
者
の

段
階

で
は
第
三
次
被
葬
者
の
葬
時
、
設
け
ら
れ
た
前
面
の
全
面
的
舗
石
は
な
お
完

備
し
た
形
で
存
続
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
第
三
次
被
葬
者
と
同
様
、
太
刀

や
刀
の
存
在
も
勘
案
す
れ
ば
成
人
男
性
の
葬
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
次
被
葬
者
を
葬
る
段
階
で
、
玄
室
内
は
四
棺
が
整
然
と
、
し
か
も
石
室

一

杯
に
並
び
、
も
は
や
他
の
葬
者
を
受
け
容
れ
得
な
い
か
と
の
想
ひ
を
拘
か
せ
る
ま

で
の
様
相
を
呈
す
る
。
し
か
し
、
追
葬
の
慣
行
は
と
ど
ま
ら
ず
、
な
お
二
名
の
被

葬
者
を
見
る
の
で
あ
る
。
第
五
次
被
葬
者
は
、
玄
室
後
部
東
側
壁
側
に
配
置
さ
れ

る

一
棺
で
あ
る
。
第
二
次
被
葬
者
を
想
定
し
た
位
置
に
重
複
し
て

一
棺
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
次
被
葬
者
の
棺
を
石
室
外
に
持
ち
出
す
か
、
第

一
次
被
葬

者
の
棺
上
に
積
む
か
し
て
空
間
を
作
り
、
棺
台
石
を
捨
て
新
し
く
第
三
次
被
葬
者

が
設
け
た
玄
室
前
部
前
面
の
平
石
舗
石
二
枚
を
抜
き
上
げ
て
運
び
こ
み
こ
れ
を
棺

台
石
と
し
て
棺
を
据
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
枚
の
平
石

の
み
を
棺
台
石
と
見
倣

せ
ば
小
児
棺
と
な
り
、
旧
第
二
次
被
葬
者

の
南
棺
台
石
を
も
併
用
し
た
と
す
れ
ば

成
人
棺
と
な
る
。
副
葬
品
や
装
身
の
具
を
見
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
成
人
の
場

合
は
女
性
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
整
然
た
る
棺
配
置
を
乱
し
、

予
測
さ
れ
て
い
た
死
者
数
を
超
え
た
時
の
石
室
の
用
い
方
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
先
行
葬
者
の
移
動
や
棺

の
損
壊
搬
出
と
い
っ
た
従
前
見
ら
れ
な
か

っ
た
現
象
が
こ
こ
に
新
し
く
生
じ
て
来

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
象
を

一
層
お
し
進
め
た
の
が
第
六
次
被
葬
者

で
あ
る
。

こ
の
被
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葬
者
は
、
玄
室
前
部
の
前
半
中
央
に
二
列
の
平
石
列
を
作
り
棺
床
に
あ
て
て
い
る
。

従

っ
て
第
三
次

・
第
四
次
被
葬
者
の
棺
を
片
付
け
て
は
じ
め
て
棺
床
が
設
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
棺
を
石
室
外
に
搬
出
す
る
か
、
第

}
・
第
五
次
被
葬
者
の
棺
上
に

移
す
必
要
が
あ
ろ
う
し
、
遺
骨
を

一
且
集
骨
し
、
第
三

・
四
次
被
葬
者
の
棺
位
置

で
あ

っ
た
範
囲
の
北
半
部
に
堆
積
し
た
も

の
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
。

報
告
書
の
第
二
仕
切
石
列
と
称
す
る
石
列
が
真
に
遺
構
と
言

い
う
る
も
の
な
ら
ば

こ
う
し
た
集
骨
に
係
る
遺
構
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
第
六
次
被
葬
者
は
、

耳
鎧
09
、
刀
子
を
も

つ
可
能
性
が
つ
よ
く
、
と
く
に
耳
鎧
は
径

一
・
六
セ
ン
チ
と

い
う
小
さ
い
も

の
で
あ
り
、
耳
鎧
の
中

で
最
も
後
出

の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
第

三

・
四
次
被
葬
者

の
葬
空
間
、
或
ひ
は

そ
の
前
面

の
舗
石
空
間
を
乱
し
、
遂
に
そ

の
前
面
に
空
間

(舗
石

・
敷
石
空
間
)
を
設
け
得
な
い
被
葬
者
と
し

て
注
目
す
べ

き
存
在
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
第
五
次
被
葬
者
と
と
も

に
、
従
前

の
ル
ー
ル
を
破
る
形
で
、
し
か
も
従
前

の
埋
葬
の
棺
具
や
設
計
を
容
易
く
動
か
す

形
で
葬
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
こ
と
を
行

い
う
る
も
の
と
し
て
や
は
り
成
人
男

性
を
配
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

駿
河
山
第
二
号
古
墳
石
室
内
の
葬
は

こ
の
よ
う
に
六
次
に
わ
た

っ
て
い
る
。
こ

こ
で
な
お
留
意
し
て
置
く
べ
き
事
実
が
あ
る
。
第
三
次
被
葬
者
に
具
え
た
平
石
舗

石
棺
床
の
幅
が
や

、
広
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
棺
も
や

、
幅
広
く
二
体
を
同
棺

重
葬
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
耳
鍛
23

・
24
は
同
類

で
あ
り
同

一
人
が
着
用
し
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
が
、
棺
頭
、
棺
脚
に
離
れ
て
い

る
出
土
状
況
を
見
る
と

一
棺
内
追
葬
と

い
っ
た
事
例
も

一
応
は
配
慮
し
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
駿
河
山
第
二
号
古
墳
石
室
内
の
葬
送

の
状
況
-

六
次
に
わ
た
る
葬

の
姿
が
こ
こ
に
浮
か
び
上
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
石
室
内
に
は
多
量
の
土
器
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
土
器
は
配
さ

れ
た
位
置
か
ら
見
て
五
群
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
第

一
群
は
長
頸
壷
㈲

一
点

第
二
群
は
長
頸
壷
働

一
点
、
第
三
群
は
短
頸
壷
㎝

一
点
、
第
四
群
は
醜
團
、
杯
蓋

凶

・
ω
、
杯
身
樹
、
直

口
壷
㈲
の
五
点
、
第
五
群
は
遽
㎝

・
ゆ
、
長
頸
壷
α0

・
鰍

短
頸
壷
㈲
、
高
杯
㈲
、
平
瓶
田
、
杯
蓋
伽

・
樹
、
杯
身
㈲
の

一
〇
点
か
ら
な
る
。

編
年
上
か
ら
す
る
な
ら
ば
第

一
・
三
群
は
第
二
群
よ
り
古
く
位
置
ず
け
ら
れ
、
第

四
群
は
第
二
群
と
同
時
期
と
考
え
て
よ
い
。
第
五
群
は
新
古
二
期

の
土
器
が
混
じ

り
、
古
い
00
、
q6
、
ω
、
04
等
は
第

一
・
三
群
よ
り
古
く
、
新
し
い
冊

・
08

・
ゆ

・
伽

・
㈹

・
個
等
は
第
二

・
四
群
よ
り
新
し
い
時
期
に
位
置
ず
け
ら
れ
る
。
従

っ

て
、
第
五
群
古
↓
第

一
・
三
群
↓
第
二

・
四
群
↓
第
五
群
新
と
い
っ
た
序
列
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
序
列
を
被
葬
者
と
関
連
ず
け
て
説
く
な
ら
ば
、
第

一
・
三
群
の
土
器
は
元
来
第
三
次
被
葬
者
の
頭
部
に
、
第
二

・
四
群
の
土
器
は
第
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四
次
被
葬
者

の
頭
部

.
脚
部
に
、
第
五
群
古

の
土
器
は
元
来
第

一
・
二
次
被
葬
者

に
供
さ
れ
て
い
た
も
の
を
第
五
次
被
葬
者

の
葬
に
当
り
搬
出
し
、
玄
室
前
部
前
端

に

一
括
し
た
も
の
、
第
六
次
被
葬
者
の
葬
に
当
り
第
三

・
四
次
葬
者
の
棺
を
動
し

て
集
骨
す
る
に
当
り
第
三
次
被
葬
者
の
土
器
の

一
ー
第
三
群
の
短
頸
壷
を
損
じ
動

し
た
他
、
第
五
群

の
玄
室
前
部
前
端
に
移
さ
れ
た
土
器
と
第
六
次
被
葬
者
に
伴
う

土
器
を

一
括
し
、
棺

の
足
端
西
側
に
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
土
器
の
移

動
と
六
次
に
わ
た
る
葬
は
対
応
し
、
よ
く
葬
祭
の
実
態
を
伝
え
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
駿
河
山
二
号
墳

の
六
次

に
わ
た
る
葬
の
内
容
が
明
確
に
な
る
と
改

め
て
、
そ
れ
ら
被
葬
者
の
性
格
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
古
墳
造

営
の
契
起
が
第

一
次
被
葬
者
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

石
室
後
部
西
壁
ぞ

い
の
位
置
が
与
え
ら

れ
た
第

一
次
被
葬
者
が
太
刀
、

刀
か
ら
見

て
男
性
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
ぬ
と

こ
ろ
で
あ
る
。
鉄
製
品
等
を
留
め
な
い
東

脇
の
第
二
次
被
葬
者
は
第

一
次
被
葬
者

の
妻
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
玄
室
奥
部

に
戸
主
夫
妻
を
並
置
し
前
部
を
敷
石
す

る
の
で
あ
る
。
前
部
に
葬
ら
れ
た
第
三

・

四
次
被
葬
者
は
副
葬
品
、
棺
床
か
ら
見

て
戸
主
の
子
息
-
男
性
二
名
で
あ
ろ
う
。

戸
主
を
継
承
し
た
子
は
別
に

一
墳
を
形
成
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
卿
戸
主
と
は
な

り
得
ぬ
、
し
か
し
勲
位
を
も

つ
人
物
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
第
五

.
六
次
被
葬
者
は
整
然
と
奥
二
棺
、
前

二
棺
が
配
置
さ
れ
た
石
室
内
に
、
棺
や
遺

骨
を
動
か
し
配
置
を
乱
す
形
で
葬
ら
れ
た
葬
者
で
あ
る
。
戸
主
ー
第

一
次
被
葬
者

の
孫
に
当
た
る
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
第
五
次
被
葬
者
は
副
葬
品
を
持
た
ず
女
性

で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
第
六
次
被
葬
者
は
男
性
で
あ
ろ
う
。
第
三

・
四
次
被
葬
者

の
い
ず
れ
か
の
子
息
子
女
達
と
考
え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

駿
河
山
第
二
号
古
墳
の
語
る
所
は
大
き

い
。
家
族
墓
と
規
定
さ
れ
る
横
穴
式
石

室
内
の
具
体
的
な
用
益

の
姿
、
葬
ら
れ

て
い
く
被
葬
者
の
序
列
を
考
え
る
上

で
極

め
て
重
要
な
意
義
を
も

つ
も

の
と
言
え
よ
う
。
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